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	信頼される学校を めざして
	教職員の不祥事根絶に向けた方策
	つくば市立並木小学校 コンプライアンス宣言
	私たちは、教職公務員として法令を遵守し、 社会常識や高い倫理観と使命感をもって 職務遂行・生活をします
	【児童の笑顔あふれる信頼される学校づくり】１　児童が通いたくなる学校をめざします。 　２　教師が勤めたくなる学校をめざします。 　３　保護者・地域が通わせたくなる学校を 　　　めざします。
	【重点目標】 １　体罰・わいせつ・セクハラ・盗撮等は 　　絶対にしません・許しません。 ２　飲酒運転・速度超過・不注意運転は絶対にしません。 ３　個人情報の管理・金銭の適切な取扱いを徹底します。
	信頼される教職員であるために
	た　体罰・暴言をしません
	い　飲酒運転をしません。
	つ　通勤・出張は時間の余裕をもって！
	で　データ・個人情報の漏洩はしません。
	す　スピード違反等の交通違反はしません。
	せ　セクハラ・パワハラ・わいせつ行為はしません。

	不祥事根絶に向けた 並木小学校 アジェンダ


	わいせつ
	１　小さな違和感でも、すぐに主任や管理職へ相談又は報告すること。 ２　相手を尊重する気持ちを大切にし、「身近な家族が同じことをされたら 　　どう思うか」と問いかけ、自分事として考えること。 ３　児童に対して不必要な接触をしないこと。 ４　密室による１対１での指導は避けること。
	飲酒運転
	１　飲酒をする場合は、車を使用しないこと。 ２　車を使用している人には、飲酒を勧めないこと。 ３　節度ある飲酒を心がけること。


	個人情報流出
	１　個人情報が書かれている資料を職員室以外に置き去りにしないこと。 ２　成績処理は原則学校で行うこと。テストや作品等を持ち出さないこと。 ３　教室と職員室の机上の整理を心がけること。 ４　個人情報を送付したり、受け取ったりする際は、記録に残すこと。

	　体罰
	１　違和感を感じたらすぐに主任や管理職へ相談又は報告をすること。 ２　行き過ぎた指導を避けるために２人以上で指導すること。 ３　感情的にならず、丁寧な言葉で指導をすること。 ４　児童の人権を配慮し、将来につながる支援、指導を心がけること。
	１　小さな違和感でも、すぐに主任や管理職へ相談又は報告 ２　相手を尊重する気持ちを大切にし、「身近な家族が同じことをされたら 　　どう思うか」と問いかけ、自分事として考えること。 ３　児童に対して不必要な接触をしないこと。 ４　密室による１対１での指導は避けること。

	公金横領等
	た　体罰・暴言をしません
	い　飲酒運転をしません。
	１　学校徴収金は保護者の経済的負担の基に徴収されていることを認識する。 ２　取扱要項やガイドラインを基に、会計処理の適正化を図ること。 ３　会計処理は常に複数人で進め、年３回の定期監査を実施すること。 ４　学校徴収金および公費については同様に正確に処理し、予算・決算時に 　　使途について詳細を明らかにすること。

	　盗撮
	１　普段から教員間でコミュニケーションをとり、風通しのよい職場環境 　　になるよう心掛けすること。 ２　普段から、教室や特別室、トイレなどの整理整頓をすること。 ３　空き教室や教材室の定期的な見回りをすること。 ４　児童、同僚、地域に多大な影響を与える犯罪行為であることを意識する。


